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ユーキャンの登録販売者 速習テキスト＆重要過去問題集 第５版 

「試験問題の作成に関する手引き（令和8年4月一部改訂）」公表に伴う変更のお知らせ 

 

 この度は、弊社書籍をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本書の記載内容について、「試験問題の作成に関する手引き（令和8年4月一部改訂）」の公表に伴い、以下のよ

うな変更がございますので、お知らせいたします。 

 

■「第 5 版 第１刷（2025 年 7 月 18 日）」をお持ちの方 

■「第 5 版 第 2 刷（2026 年 3 月 31 日）」をお持ちの方 

 

 

 

 

 

 

該当頁／箇所 変更前 変更後 

章タイトル 第 4 章 薬事関係法規・制度 第 4 章 薬事に関する法規と制度 

第 5 章 医薬品の適正使用・安全

対策 

第 5 章 医薬品の適正使用と安全

対策 

P3／表／試験項目／左列

／5 行目 

薬事関係法規・制度 薬事に関する法規と制度 

P3／表／試験項目／左列

／6 行目 

医薬品の適正使用・安全対策 医薬品の適正使用と安全対策 

P15／囲み／健康増進の効

果等を表示できる健康食品

／3 行目 

特定の保健機能を示す有効性 特定の保健機能を示す効果 

P15／囲み／健康増進の効

果等を表示できる健康食品

／5〜7 行目 

下記に差し替え 

・栄養機能食品——食生活において栄養成分(例：ビタミン、ミネラル)の

補給を目的として摂取する者に対し、その栄養成分の機能の表示をする

食品で、個別の許可申請を行う必要のない自己認証制度によるもの 

P15／囲み／健康増進の効

果等を表示できる健康食品

／8〜9 行目 

科学的根拠をもとに疾病に罹患し

ていない者の 

科学的根拠をもとに機能性関与成

分が有する 

P15／本文／下から 7 行目 医療制度 医療保険制度 

P16／囲み／セルフメディ

ケーション税制と一般用医

薬品 

下記に差し替え 

 

P31／本文／13 行目 妊娠している女性 妊婦または妊娠していると思われ

る女性 

P32／本文／1 行目 光学異性体 鏡像異性体（光学異性体） 

P32／本文／2 行目 

P32／本文／18 行目 1979 年、医薬品副作用被害救済

制度が 

1980 年、医薬品副作用被害救済

制度が 

P36／本文／1 行目 1979 年 1980 年 

P34／本文／9 行目 出産や手術での大量出血などの際

に 

出産や手術の際に 

P47／本文／下から 5 行目 適度な湿り気 吸入された空気との接触面積が広

いため、吸入された空気に効率よ

く適度な湿り気 

P65／本文／13 行目 線毛を有し、 線毛を有する細胞と 

P81／用語／下から 3 行目 有効成分を口腔粘膜から 口腔粘膜から 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P84／表／医薬品の主な剤

形と特徴／右列／下から

13 行目 

有効成分を口腔粘膜から 口腔粘膜から 

P115／用語／下から 2〜1

行目 

潰瘍を生じる病気。クローン氏病

ともいう 

潰瘍を生じる疾患。 

P118／表／ビタミン成分

と作用／左列／2〜4 行目 

ビタミン B1（チアミン塩化物塩酸

塩、チアミン硝化物、ジベンゾイ

ルチアミン、チアミンジスルフィ

ド、ビスベンチアミン、ジセチア

ミン塩酸塩） 

ビタミン B1（チアミン硝化物、チ

アミンジスルフィド、ビスベンチ

アミン） 

P160／囲み／腸の薬の相

互作用／2 行目 

腸管内にとどまらず 腸管内で 

P201／表／６ 目の乾きを

改善する成分／右列／1 行

目 

コンドロイチン硫酸ナトリウム コンドロイチン硫酸ナトリウム

（コンドロイチン硫酸エステルナ

トリウム） 

P242／表／３ 消毒薬の誤

用・事故への対処法／右列

／1 行目 

数分以内に、多量の牛乳 数分以内に牛乳 

P262／表／［腸の不調］

に用いられる／右列／5 行

目 

腸内異常発酵 腸内異常醗酵 

P293／上の囲み／3〜5 行

目 

下記を削除 

必要な承認などを受けていないにもかかわらず、身体の機能に影響を及

ぼすものに「やせ薬」などと標榜した場合は、無承認無許可医薬品とし

て取締りの対象となる 

P293／囲み／不良医薬品

とは／3 行目 

定める基準に適合しないもの 

 

定める基準に適合せず、かつ、次

の①および②のいずれにも該当し

ないもの 

 

①その性状および品質が適正なも

のとして承認を受けたもの 

②その性状および品質が適正なも

のとして承認を受けたものの製造

の用に供するもの 

P294／本文／下から 10 行

目 

（A）から（D） （A）から（E） 

P294／本文／下から 6 行

目 

薬剤師の対面▼に 薬剤師の対面等▼に 

P294／本文／下から 2 行

目 

第 14 条第 11 項 第 14 条第 12 項 

P295／本文／1 行目 期間を経過しないもの 期間を経過しないもの（（E）に掲

げる医薬品を除く） 
P295／本文／4〜5 行目 

かわ 

はっこう はっこう 

ひょうぼう 
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該当頁／箇所 変更前   変更後 

P295／本文／7 行目 本文 7 行目の下に下記を追加 

 

P295／受験生からよくあ

る質問 

「受験生からよくある質問 Q&A」全体を削除 

P295／本文／末尾 本文末尾の下に下記を追加 

 

P295／用語／下から 6〜5

行目 

【対面】の項目全体を下記に差し替え 

【対面等】 対面または映像および音声の送受信により相手の状態を相

互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により、薬

剤もしくは医薬品の適正な使用を確保することが可能であると認められ

る方法として厚生労働省令で定めるものをいう 

P296／本文／下から 4 行

目 

  

P300／表／一般用医薬品

のリスク区分／右列／6 行

目 

法第 14 条第 11 項 法第 14 条第 12 項 

P300／本文／1 行目 

P301／受験生からよくあ

る質問 

「受験生からよくある質問 Q&A」全体を削除 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P301／本文／下から 8 行

目 

本文下から 8 行目の下に下記を追加 

 

P301／本文／下から 7 行

目 

  

P302／囲み／直接の容器

等への法定表示事項／4 行

目 

日局に収載されている医薬品 日局に収載されている医薬品［性

状または品質が日局で定める基準

に適合するものに限る］ 

P302／囲み／直接の容器

等への法定表示事項／下か

ら 7 行目 

下から 7 行目の下に下記を追加 

P303／本文／4 行目 取扱い上必要な注意 取扱い上の必要な注意 

P309／囲み／医薬品・医

薬部外品・化粧品の許可と

承認／11〜12 行目 

法第 14 条、第 19 条の 2 法第 14 条第 1 項、法第 19 条の 2

第 1 項 

P311／本文／12 行目 有効性 効果 

にっきょく にっきょく 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P311／本文／16 行目 有効性 効果 

P311／本文／17 行目 

P311／本文／下から 6〜1

行目 

下記に差し替え 

P311／用語／下から 2〜1

行目 

【栄養成分機能を表示】の項目全体を削除 

P312／本文／3 行目 食品の機能性表示▼ 機能性関与成分が有する機能性表

示▼ 

P312／囲み／紅麹関連製

品による健康被害を受けて

の対応／4 行目 

〈食品表示基準の改正による対応〉のタイトルを削除 

 

P312／囲み／紅麹関連製

品による健康被害を受けて

の対応／10 行目 

〈行政通知による対応〉のタイトルを削除 

 

P312／囲み／紅麹関連製

品による健康被害を受けて

の対応／下から 1 行目 

下から 1 行目の下に下記を追加 

 

 

P312／本文／下から 7 行

目 

  

P312／本文／下から 5 行

目 

本文下から 5 行目の下に下記を追加 

保健機能食品以外の食品の容器包装に、保健機能食品と紛らわしい名

称、栄養成分の機能および特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語

を表示することはできません。 

P313／用語／下から 4〜3

行目 

【食品の機能性表示】の項目全体を下記に差し替え 

【機能性表示】 特定の保健の目的（疾病リスクの低減に係るものを除

く）が期待できるものとして、健康の維持および増進に役立つ旨の表示

のこと 

P316／本文／下から 4 行

目 

程度の 程度の種類の 

P321／表／５ 薬局機能／

右列／下から 5〜4 行目 

（規則第 1 条第 2 項第 6 号） （規則第 1 条の 2 第 2 項第 5 号） 

P330／本文／6 行目 （法第 36 条の 5） （法第 36 条の 5 第 1 項、第 2

項） 

P330／本文／6 行目 本文 6 行目の下に下記を追加 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P331／囲み／要指導医薬

品の販売方法／下から 1 行

目 

下から 1 行目の下に下記を追加 

P334／本文／6 行目 対面により 対面等により 

P341／表／リスク区分に

応じた販売従事者と情報提

供等に関する規制のまとめ

／左列／5 行目 

⑤対面販売 ⑤対面等による情報提供 

P341／表／リスク区分に

応じた販売従事者と情報提

供等に関する規制のまとめ 

表の下に下記を追加 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

 前ページの続き 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

 前ページの続き 

 

P342／本文／3 行目 本文 3 行目の下に下記を追加 

また、経口補水液を販売する場合は、一般の生活者が一般飲料と誤認

して購入しないよう区別して陳列するとともに、病者用食品または経口

補水液であることが分かるように適切に明示する必要があります。 

P343／囲み／一般用医薬

品の陳列／10 行目 

1.2 メートルの 1.2 メートル以内の 

P343／囲み／一般用医薬

品の陳列／11 行目 

取られて 採られて 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P343／本文／末尾 本文末尾の下に下記を追加 

 

P343／用語 用語の項目の全体を下記に差し替え 

 

P344／ミニテスト／問題

4／2 行目 

対面により 対面等により 

P346／囲み／薬局製造販

売医薬品、要指導医薬品お

よび一般用医薬品の販売制

度に関する事項 

囲み全体を下記に差し替え 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P347／囲み／一般用医薬

品の販売制度に関する事項 

囲み全体を下記に差し替え 

P347／本文／下から 5 行

目 

対する一般用医薬品 対する要指導医薬品（特定要指導

医薬品を除く）、一般用医薬品 

P347／本文／下から 4 行

目 

（規則第 1 条第 2 項第 3 号） （規則第 1 条の 2 第 2 項第 2 号） 

P348／囲み／特定販売の

方法と広告の表示方法／4

〜5 行目 

第一類医薬品、指定第二類医薬

品、第二類医薬品、第三類医薬品

および薬局製造販売医薬品の区分

ごと 

要指導医薬品（特定要指導医薬品

を除く）、第一類医薬品、指定第

二類医薬品、第二類医薬品、第三

類医薬品および薬局製造販売医薬

品の区分ごと 

P348〜349／囲み／薬局製

造販売医薬品、要指導医薬

品および一般用医薬品の販

売制度に関する事項 

囲み全体を下記に差し替え 

P349／囲み／特定販売に

伴う事項／3 行目 

薬局製造販売医薬品または 薬局製造販売医薬品、要指導医薬

品（特定要指導医薬品を除く）ま

たは 
P349／囲み／特定販売に

伴う事項／下から 1 行目 

P349／本文／下から 4 行

目 

一般用医薬品 要指導医薬品（特定要指導医薬品

を除く）および一般用医薬品 

P349／本文／下から 1 行

目 

なりません（規則第 159 条の 17

第 2 項）。 

なりません。 
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 該当頁／箇所 変更前 変更後 

P352／下から 4 行目〜

P353／下から 6 行目 

                  全体を削除 

P353／本文／下から 5 行

目 

  

P354／本文／1 行目   

P354／本文／4 行目   

P354／本文／9 行目   

P356／本文／7〜8 行目 この施設の使用禁止処分に違反し

た者は、懲役 

この施設の使用禁止処分に該当す

る場合、その違反行為をした者

は、拘禁刑 

P356／本文／下から 11 行

目 

この命令に違反した者は、懲役 この命令違反に該当する場合、そ

の違反をした者は、拘禁刑 

P356／本文／下から 4 行

目 

P357／本文／4 行目 

P357／本文／下から 7 行

目 

P357／本文／下から 2 行

目 

禁錮 拘禁刑 

P358／本文／2 行目 懲役 拘禁刑 

P358／本文／9 行目 

P358／本文／下から 3 行

目 

（法第 70 条第 2 項） （法第 70 条第 3 項） 

P358／本文／下から 1 行

目 

忌避した者は、懲役 忌避した場合、その違反行為をし

た者は、拘禁刑 

P360／ミニテスト／問題

1 

問題 1 と問題 3 の設問と答の記述をすべて削除 

P360／ミニテスト／問題

3 

P371／表／左列／6〜7 行

目 

取扱い上必要な注意 取扱い上の必要な注意 

P373／表／右列／下から

4〜3 行目 

関係学会などへ冊子にして送付さ

れる 

関係学会などへ送付される 

P374／表／右列／下から

9 行目 

下記を削除 

P374／表／右列／下から

5 行目 

医療機器 医療機器等 

P374／本文／下から 2 行

目 

紙の添付文書 添付文書がある場合は引き続き紙

の添付文書 

きん こ 

 

き   ひ き  ひ 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

P380／表／2 段目 下記に差し替え 

P396／上の表／2 段目 表の 2 段目の下に下記を追加 

P401／表／９ 乱用に関す

る注意 

表の 1 段目の下に下記を追加 

P402／表／11 「本剤を使

用している間は、次の医薬

品を使用しないこと」／3

列目／下から 3〜2 行目 

腸管内にとどまらず 腸管内で 

P403／本文／2 行目 日常の外出時も本剤の塗布部 日常の外出時も本剤の貼付部 

P403／本文／3 行目 塗布後も当分の間、 貼付後も当分の間、 

P420／問 5／7〜8 行目 科学的根拠をもとに疾病に罹患し

ていない者の 

科学的根拠をもとに機能性関与成

分が有する 

P427／問 22／下から 5 行

目 

妊娠している女性 妊婦または妊娠していると思われ

る女性 

P427／問 22／下から 3 行

目 

光学異性体 鏡像異性体（光学異性体） 

P451／問 74／7 行目 クローン病（クローン氏病） クローン病 

P468／問 113／下から 3

行目 

コンドロイチン硫酸ナトリウム コンドロイチン硫酸ナトリウム

（コンドロイチン硫酸エステルナ

トリウム） 

P487／問 157／下から 5

行目 

特定の保健機能を示す有効性 特定の保健機能を示す効果 

P486／問 153／6 行目 取り扱い上必要な 取り扱い上の必要な 

P493／問 169／7 行目 1.2 メートルの範囲に、 1.2 メートル以内の範囲に、 

P494／問 171／8 行目 一般用医薬品を購入しようとする 要指導医薬品（特定要指導医薬品

を除く）および一般用医薬品を購

入しようとする 

P495／問 172／8〜10 行

目 

選択肢 c を下記に差し替え 

c 指定濫用防止医薬品には、プソイドエフェドリンを有効成分として含

有する製剤(外用剤を除く)がある。 

P500／問 182／4 行目 取扱い上必要な注意 取扱い上の必要な注意 

P503／問 187／8〜10 行

目 

選択肢 3 を下記に差し替え 

3 医療用医薬品で使用されていた有効成分を OTC 医薬品で初めて配

合したものについては要指導医薬品に指定され、承認条件として承認後

の一定期間、安全性に関する調査および調査結果の報告が求められてい

る。 
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該当頁／箇所 変更前 変更後 

別冊／P4／左列／下から 3

行目 

問 5 解説の末尾の下に下記を追加 

また、令和 9 年 1 月より、消化器官用薬や一般用検査薬についても同

税制の対象となる。 

別冊／P17／右列／下から

14 行目 

対面による 対面等による 

別冊／P20／右列／下から

13〜12 行目 

一般用医薬品を購入しようとする 要指導医薬品（特定要指導医薬品

を除く）および一般用医薬品を購

入しようとする 

別冊／P22／左列／15 行

目 

下記を削除 

 


